
六ヶ所村公告第７号 

 

 

六ヶ所村七戸十和田駅間乗合タクシー予約アプリ導入業務委託について、公募

型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する。 

 

 

令和８年６月16日 

 

六ヶ所村長  橋本  隆春 

 

 

第１ 業務概要 

(１)業務名 六ヶ所村七戸十和田駅間乗合タクシー予約アプリ導入業務委託 

(２)業務内容 別紙「六ヶ所村七戸十和田駅間乗合タクシー予約アプリ導入業

務委託仕様書」のとおり 

(３)履行期間 契約締結の日の翌日から令和９年３月31日まで 

第２ 参加資格 

公募型プロポーザルに参加できる者（以下「参加者」という。）は、次のい

ずれにも該当する者とする。 

（１）青森県内に本社、支社又は営業所を有し、必要に応じて迅速に本村に訪 

問可能であること。 

（２）参加表明書提出日において、六ヶ所村物品調達等の競争入札に参加する 

者の資格等に関する規則第８条に規定する物品調達等有資格者名簿に登録申 

請されている者であること。 

（３）過去２年（令和６年４月１日～令和８年３月31日）の間に、ノーコー 

ド・ローコードを活用したアプリ提供実績があること。 

（４）過去２年（令和６年４月１日～令和８年３月31日）の間に、自治体にお 

いてDX研修を実施した経験があること。 

（５）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定により一般 

競争入札への参加を排除されていない者であること。 

（６）本プロポーザル実施の公告の日から企画提案書提出日までのいずれの日 

においても、内閣府及び青森県、六ヶ所村から補助金交付等停止措置又は指 

名停止措置を講じられていない者であること。 

（７）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更正手続開始の申立てがな 

されている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始 

の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民 



事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこ 

と等、経営状態が著しく不健全であるものでないこと。 

（８）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第 

147号）に基づく処分を受けている、又は過去に受けたことがある団体等でな 

いこと。 

（９）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 

号）第２条第２号に規定する暴力団、若しくはそれらの利益となる活動を行 

う者又は同法第２条第６号に規定するものが役員就任や経営関与等を行って 

いる法人等でないこと。 

（10）集団的及び常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者でないこと。 

（11）村税等の滞納がない者。 

第３ 業務上の必須条件 

(１)主任担当者は、参加者の組織に所属していること。 

(２) 主任担当者が国家公務員の場合は国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第103条の規定を、地方公務員の場合は地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第38条の規定を満たしていること。  

(３) 主任担当者は、令和６年４月以降ノーコード・ローコードを活用したア

プリ提供業務に携わった経験があること。  

(４) 業務の一部を再委託する場合は、再委託先が、第２参加資格（５）～

（11）のいずれにも該当する者であること。  

（注）「主任担当者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う 

者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

第４ 手続等 

(１)担当課 

〒039－3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475 

六ヶ所村 政策推進課 企画グループ 

電話 0175-72-8180（直通） ＦＡＸ 0175-72-2743 

(２)プロポーザルに係る関係資料の交付 

① 資料名 

（ア）六ヶ所村七戸十和田駅間乗合タクシー予約アプリ導入業務委託公募型

プロポーザル募集要領 

（イ）六ヶ所村七戸十和田駅間乗合タクシー予約アプリ導入業務委託仕様書 

② 交付期間 

令和８年６月17日（水）から令和８年７月１日（水）まで 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時15分から午後５時まで） 

③ 交付場所 

六ヶ所村 政策推進課 企画グループ 



④ 上記資料は、六ヶ所村のホームページからも入手可能 

（URL http://www.rokkasho.jp/） 

(３)参加表明書の提出 

① 提出期限 令和８年７月１日（水）午後５時まで（郵送必着） 

② 提出場所 六ヶ所村役場 政策推進課 企画グループ 

③ 提出方法 持参又は郵送 

(４)参加要件の確認及び企画提案書の提出要請 

参加表明書等により参加要件の確認を行い、令和８年７月６日（月）まで

に次に掲げる事項を記載した参加要件確認通知書をE-mailで送付する。併せ

て参加要件を満たす者に企画提案書の提出を要請する。 

① 参加要件を満たすと認めた者にあっては、参加資格がある旨及び企画提

案書の提出を要請する旨 

② 参加要件を満たさないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びそ

の理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる

旨 

(５)企画提案書の提出 

① 提出期限 令和８年７月17日（金）午後５時まで（郵送必着） 

② 提出場所 六ヶ所村役場 政策推進課 政策推進グループ 

③ 提出方法 持参又は郵送 

(６)ヒアリング審査 

① 実施日 令和８年７月28日（火）10時～ 

② 実施場所 六ヶ所村役場 

第５ その他 

(１)本手続きにおいて使用する言語は日本語及び通貨は日本円によるものとす

る。 

(２)企画提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、参加者の負担と

する。 

(３)受託候補者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、当該

業務仕様書に基づく見積書を徴収し、随意契約の方法により契約を締結する。 

(４)詳細は「六ヶ所村七戸十和田駅間乗合タクシー予約アプリ導入業務委託公

募型プロポーザル募集要領」による。 


